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令
和
２
年

●ほんわ館だより（第９０号）　●県民のあゆみ　

3/1

　
町
の
広
報
（
広
報
な
か
や
ま
、
お
知
ら
せ

版
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
）
に
町
民
の
皆
さ
ん

の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
広
報
委
員
会

委
員
を
公
募
し
ま
す
。

●
募
集
人
数　
若
干
名

● 

応
募
資
格　
町
内
に
住
所
が
あ
る
満
20
歳

以
上
の
方

● 

任
期　
４
月
１
日
～
令
和
３
年
３
月
31
日

● 

会
議
の
開
催
日　

任
期
中
に
３
回
程
度

（
平
日
の
日
中
の
時
間
帯
）

● 

報
酬　

会
議
に
１
回
出
席
す
る
ご
と
に

３
６
０
０
円

● 

応
募
方
法　
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
り
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
募
集
要
項
・
応
募
用
紙

は
総
務
広
報
課
地
域
情
報
Ｇ
で
配
布
す
る

ほ
か
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

● 

応
募
締
切　
３
月
１6
日
（
月
）
午
後
５
時

（
郵
送
の
場
合
は
１6
日
必
着
）

● 

選
考
方
法　
原
則
と
し
て
書
類
選
考
と
し
、

必
要
に
応
じ
て
面
接
等
を
行
い
ま
す
。

広
報
委
員
会
委
員
を　
　

　
募
集
し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
広
報
課
地
域
情
報
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
２
２
３

■�

申
告
相
談
の
際
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
等
を
お
忘
れ
な
く
！

　
確
定
申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載

が
必
要
で
す
。
申
告
者
ご
本
人
の
「
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
ま
た
は
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
確
認
で
き
る
書
類
（
通
知
カ
ー
ド
等
）
と

身
分
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許
証

等
）」
の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

配
偶
者
お
よ
び
扶
養
親
族
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

記
載
も
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■�

ふ
る
さ
と
納
税
で
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制

度
を
申
請
し
て
い
る
方
へ

　
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度

で
寄
附
先
の
自
治
体
へ
申
告
特
例
申
請
書
を

提
出
し
て
い
る
方
で
も
、
以
下
の
方
が
控
除

を
受
け
る
た
め
に
は
、
所
得
税
確
定
申
告
ま

た
は
住
民
税
申
告
で
寄
附
金
控
除
を
あ
わ
せ

て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

① 

自
営
業
等
で
、
も
と
も
と
申
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
方

② 

給
与
所
得
者
等
で
医
療
費
控
除
な
ど
の
控

申
告
相
談
で

�　
　
　
ご
注
意
く
だ
さ
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
税
務
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
２

　
進
学
・
転
職
・
転
勤
等
に
よ
り
お
住
ま
い

の
住
所
が
変
わ
っ
た
ら
、
住
所
異
動
の
届
け

出
が
必
要
で
す
。

■
転
入
届
（
他
市
区
町
村
か
ら
中
山
町
へ
）

● 
届
出
期
間　
中
山
町
に
住
ん
だ
日
か
ら
14

日
以
内

● 
持
ち
物　

本
人
確
認
書
類
、
転
出
証
明

書
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
、
印
か

ん
、（
以
下
該
当
者
の
み
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
国
民
年
金
手
帳
、
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
、
在
留
カ
ー
ド
な
ど
）

■
転
出
届
（
中
山
町
か
ら
他
市
区
町
村
へ
）

●
届
出
期
間　
転
出
す
る
14
日
前
か
ら

● 

持
ち
物　
本
人
確
認
書
類
、印
か
ん
、（
以
下

該
当
者
の
み
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
、後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
な
ど
）

■
転
居
届
（
町
内
で
の
引
っ
越
し
）

●
届
出
期
間　
転
居
し
た
日
か
ら
14
日
以
内

● 

持
ち
物　

本
人
確
認
書
類
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
通
知
カ
ー
ド
、
印
か
ん
、（
以
下
該

当
者
の
み
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、

在
留
カ
ー
ド
な
ど
）

※ 

本
人
や
同
一
世
帯
員
以
外
の
代
理
人
が
住

引
っ
越
し
を
し
た
ら
住
所
異

動
の
届
け
出
を
し
ま
し
ょ
う

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ（
役
場
１
階
１
番
窓
口
）

�

☎
６
６
２
‐
２
５
９
３

所
異
動
の
届
け
出
を
行
う
場
合
は
、
委
任

状
が
必
要
で
す
。

除
を
受
け
る
た
め
に
申
告
を
さ
れ
る
方

③ 

６
か
所
以
上
の
自
治
体
へ
ふ
る
さ
と
納
税

を
さ
れ
た
方

1 2.3.12.3.1 ※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。



　これまで「日々雇用職員」や「嘱託職員」として任用していた職について、地方公務員法等が改正
されたことに伴い、令和２年４月１日より「会計年度任用職員」として任用することとなります。
　中山町では、次の職種についてパートタイム会計年度任用職員を募集します。

＊＊＊＊＊　令和２年度　
� 中山町会計年度任用職員を募集します　＊＊＊＊＊

募集職種 募集
人数 職務内容 報酬額

事務補助員（議会事務局） １名 事務補助、会議録等作成の補助業務 月額　133,400円
医療事務補助員 １名 医療事務にかかる補助、窓口業務の補助 月額　133,400円
嘱託徴収員 １名 国保税等の徴収業務 月額　130,000円
消費生活相談員 １名 消費生活にかかる相談業務、窓口業務の補助 月額　133,400円
交通安全専門指導員 １名 交通安全教育、交通安全の指導および広報活動 月額　152,000円
介護認定調査員 １名 訪問調査等介護保険事務に関する業務 月額　179,100円
母子保健ｺーデｨﾈーター １名 母子保健にかかる業務 月額　251,000円
社会教育指導員 １名 社会教育関係団体の育成・活動の支援 月額　130,200円
柏倉家住宅指導員 １名 柏倉家住宅管理にかかる業務 月額　133,400円
柏倉家住宅管理員 ２名 柏倉家住宅公開にかかる業務 月額　133,400円
地域学校協働活動推進員 １名 地域学校協働活動の企画、活動業務 月額　130,000円
給食補助員 ３名 学校給食配膳にかかる業務 時給　　　908円

特別支援教育支援員 ５名 小中学校の児童・生徒に対する日常生活動作の
介助や学習活動上のサポート等 時給　　1,034円

学習相談員 １名 小中学校の児童・生徒への学習支援 月額　212,000円
教育相談員 １名 小中学校と連携・協力し生徒等の支援業務 月額　147,000円
部活動指導員 ２名 中学校における部活動の指導や引率 時給　　1,600円

２　募集職種および任用予定人数等

【会計年度任用職員とは】
　会計年度任用職員は、１年度ごとに任用される非常勤の地方公務員です。
　会計年度任用職員には、報酬および期末手当（勤務日数、勤務時間など一定条件を満たす場合
に限る）を給与として支給します。

１　募集について
　⑴　任用期間　４月１日～令和３年３月31日の範囲内
　⑵　選考方法　書類選考、面接試験（面接の日時等は、後日、本人に郵送で通知します。）
　⑶　申込書類の受付期間および提出先
　　受付期間：3月１0日（火）までにお申し込みください。
　　提 出 先：①直接申し込む場合は、中山町役場総務広報課庶務Ｇへ直接提出してください。
　　　　　　　　　土・日および祝日の場合は、役場１階の宿直室警備の係員へお渡しください。
　　　　　　　　　※受付時間：午前8時３0分～午後5時１5分
　　　　　　　② 郵送の場合は、封筒の表に「中山町会計年度任用職員任用申込書在中」と朱書きの

上、郵送してください（3月１0日必着）。
　　　　　　　　※宛先：〒990-0４9２　東村山郡中山町大字長崎１２0
　　　　　　　　　　　　中山町役場　総務広報課　庶務Ｇ
　⑷　提出書類： 会計年度任用職員募集要項に添付している「任用申込書」および「履歴書」を提出

してください。なお「履歴書」は、市販の履歴書でも構いません。
　　　　　　　　 会計年度任用職員募集要項は、中山町役場、中山町中央公民館、中山町保健福祉セ

ンターに置いてあります。また、町公式ホームページから印刷することも可能です。
なお、提出された申込書等はお返しできませんので予めご了承願います。
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■
フ
ァ
ー
ラ
相
談
室
の
ご
案
内
（
３
月
分
）

☆
費
用　
無
料

☆
利
用
方
法　
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。
予

約
は
２
月
１
日
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

【
一
般
相
談
】　

　
女
性
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
心
の
悩
み
相

談
。

●
曜
日
と
時
間

▼
月
・
水
曜
日
…
午
後
２
時
～
７
時

　
▼
火
・
金
曜
日
…
午
前
９
時
～
正
午

　
▼
木
・
土
曜
日
…
午
前
９
時
～
午
後
１
時

　
▼
日
曜
日
…
午
後
２
時
～
５
時

※
３
月
20
日
（
金
・
祝
）
の
相
談
は
お
休
み

で
す
。

【
法
律
相
談
】　

　
弁
護
士
に
よ
る
法
律
に
関
わ
る
悩
み
相
談
。

●
日
時　
３
月
６
日
・
１３
日
・
2₇
日
（
い
ず

れ
も
金
曜
日
）　
午
後
４
時
～
６
時

※
法
律
相
談
の
ご
利
用
は
、
１
人
に
つ
き
年

度
内
に
１
回
の
み
と
な
り
ま
す
。

山
形
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

フ
ァ
ー
ラ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

山
形
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー　
フ
ァ
ー
ラ

�
�

☎
６
４
５
‐
８
０
７
７

　 勤務時間は、午前８時30分～午後４時30分が基本となりますが、募集職種ごと応募資格、勤務時間、
勤務場所、勤務条件等が異なりますので、詳しくは中山町役場、中央公民館、保健福祉センターに
備えてある会計年度任用職員募集要項で確認いただくか、町公式ホームページをご覧ください。

　
行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
民
間
有
識
者
で
す
。
行
政
に
関
す
る
困
り

ご
と
や
意
見
・
要
望
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
医
療

保
険
・
年
金
か
ら
雇
用
、
運
輸
、
道
路
行
政

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。
予

約
不
要
で
す
の
で
当
日
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

●
日
時　
３
月
１１
日
（
水
）午

前
１0
時
～
正
午

●
会
場　
中
央
公
民
館
１
階　
第
１
研
修
室

●
相
談
委
員　
黒
沼
裕
一
氏

（
中
山
町
担
当
行
政
相
談
委
員
）

行
政
相
談
を　
　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
広
報
課
庶
務
Ｇ☎

６
６
２
‐
２
１
１
１

●
対
象　
中
山
町
に
住
所
を
有
し
て
お
り
、

か
つ
、
中
山
町
立
の
小
中
学
校
に
在
学
し

て
い
る
児
童
生
徒
の
保
護
者
等
で
、
生
活

保
護
を
受
給
中
の
方
、
ま
た
は
、
生
活
保

護
に
準
ず
る
程
度
に
困
窮
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
方

●
援
助
さ
れ
る
も
の　
①
学
用
品
費　
②
通

学
用
品
費　
③
校
外
活
動
費　
④
新
入
学

用
品
費　
⑤
入
学
準
備
金　
⑥
修
学
旅
行

費　
⑦
通
学
費　
⑧
ク
ラ
ブ
活
動
費　
⑨

生
徒
会
費　
⑩
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費　
⑪
卒
業
ア

就
学
援
助
制
度
の
お
知
ら
せ

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
委
員
会
教
育
課
学
校
教
育
Ｇ

☎
６
６
２
‐
５
４
８
４

下
水
道
接
続
と
浄
化
槽　
　

適
正
利
用
の
お
願
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
課
下
水
道
Ｇ
☎
６
６
２
‐
２
１
１
５

　
下
水
道
が
使
用
で
き
る
区
域（
供
用
区
域
）

で
、
ト
イ
レ
の
水
洗
化
を
し
て
い
な
い
家
庭

（
く
み
取
り
）、
浄
化
槽
を
利
用
し
て
い
な
い

家
庭
は
、
早
期
に
公
共
下
水
道
へ
接
続
し
て

く
だ
さ
い
。
排
水
を
下
水
道
に
流
す
排
水
設

備
工
事
を
行
う
場
合
は
、
町
指
定
下
水
道
工

事
店
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
浄
化
槽
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
法
定
検
査
、
保
守
点
検
、

清
掃
を
必
ず
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

ル
バ
ム
代
等　
⑫
医
療
費　
⑬
給
食
費

※
必
ず
し
も
す
べ
て
の
費
目
を
受
給
で
き
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
方
法　
関
係
書
類
を
添
付
し
３
月
３１

日
（
火
）
ま
で
に
教
育
委
員
会
教
育
課
学

校
教
育
G
（
中
央
公
民
館
内
）
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
町
内
各
小
中
学

校
お
よ
び
教
育
委
員
会
教
育
課
学
校
教
育

G
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

※報酬額等は、勤務時間や必要な資格等により算出されるものです。

申込手続きに関するお問い合わせ先

中山町役場　総務広報課　庶務Ｇ（役場庁舎２階）
〒９９０‐０４９２　山形県東村山郡中山町大字長崎１２０番地
☎６６２‐２１１１（直通）　ＦＡＸ６６２‐5１７６

建設技術専門員 １名 建設等事務における設計および積算等の業務 月額　223,500円
納税推進専門員 １名 町税等にかかる業務 月額　223,500円
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あ
な
た
の
お
悩
み
、
心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
民
生

委
員
、
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

● 

日
時　
３
月
１１
日
（
水
）

�

　
午
後
１
時
３0
分
～
４
時

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

※
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

心
配
ご
と
相
談
所
を　
　

開
設
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

�

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

【�「
日
本
一
美
酒
県　
山
形
」
フ
ェ
ア
が

�

開
催
さ
れ
ま
す
】

　

 

①
「
日
本
一
美
酒
県　

山
形
」
フ
ェ
ア

実
行
委
員
会
（
山
形
県
商
工
労
働
部
商

業
・
県
産
品
振
興
課
）（
☎
６
３
０
‐

２
５
４
２
）　
②
３
月
2１
日
（
土
）
…
午

前
１0
時
～
午
後
５
時
、
22
日
（
日
）
…
午

前
１0
時
～
午
後
４
時　
③
山
形
国
際
交
流

プ
ラ
ザ　
山
形
ビ
ッ
グ
ウ
イ
ン
グ　
④
日

本
酒
・
ワ
イ
ン
を
は
じ
め
と
し
た
県
産
酒

の
試
飲
・
販
売
、
お
酒
に
あ
う
山
形
な
ら

で
は
の
食
べ
物
や
工
芸
品
の
販
売
等
。
詳

し
く
は
、「
日
本
一
美
酒
県　
山
形
」　
で

検
索
し
て
く
だ
さ
い
。　

⑥
日
本
酒
や

ワ
イ
ン
の
試
飲
に
は
前
売
り
チ
ケ
ッ
ト

（
２
０
０
０
円
）
が
必
要
で
す
。

【
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル　

�

受
付
拡
大
期
間
の
お
知
ら
せ
】

　

 

①
全
国
共
通
番
号
（
☎
０
５
７
０
‐

０
６
４
‐
５
５
６
）　
②
３
月
１
日
（
日
）

～
７
日
（
土
）　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　

 

④
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し

て
い
る
、
心
の
健
康
に
関
す
る
電
話
相
談

「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル
」

に
つ
い
て
、
期
間
中
は
土
日
を
含
め
時
間

を
拡
大
し
て
相
談
に
対
応
し
ま
す
。　
⑧

期
間
以
外
は
、
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く

月
～
金
曜
日
の
午
前
９
時
～
正
午
お
よ
び

午
後
１
時
～
５
時
ま
で
相
談
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
ま
た
、
心
の
健
康
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
（
県
精
神

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。「
山
形　

心
の

健
康　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談
」
で
検
索

し
て
く
だ
さ
い
）。

【�

山
形
警
察
署
七
日
町
交
番
の
機
能
移
転
に

つ
い
て
】

　

 

①
山
形
警
察
署
（
☎
６
２
７
‐
０
１
１
０
）

　

 

②
３
月
26
日
（
木
）　
③
や
ま
ぎ
ん
ホ
ー

ル
（
山
形
県
民
会
館
）　
④
県
民
会
館
の

閉
館
に
伴
い
、
交
番
機
能
を
一
時
緑
町
交

番
に
移
転
し
ま
す
。
皆
様
に
は
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
す
。

■�

令
和
２
年
度
に
、
な
か
や
ま
保
育
園
で
次

の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
だ
く
有
償
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

● 

業
務
内
容
等
（
①
業
務
内
容　
②
従
事
時

間
等　

③
報
償
の
順
に
掲
載
）　

▼
保
育

補
助　
①
ク
ラ
ス
担
任
、
副
担
任
の
保
育

士
の
補
助
業
務　
②
月
～
土
曜
日
の
午
前

７
時
30
分
～
午
後
６
時
45
分
の
時
間
帯
の

う
ち
、
都
合
の
良
い
日
・
時
間　
③
保
育

士
資
格
を
有
す
る
方
…
１
時
間
当
た
り

１
０
３
０
円
／
保
育
士
資
格
を
有
し
な
い

方
…
１
時
間
当
た
り
９
０
０
円　
▼
通
園

バ
ス
添
乗　
①
通
園
バ
ス
に
添
乗
し
、
園

児
の
安
全
確
保
を
行
う
業
務　
②
⑴
登
園

時
…
月
～
金
曜
日
の
午
前
８
時
～
９
時
30

分　
⑵
降
園
時
…
月
～
金
曜
日
の
午
後
３

時
15
分
～
４
時
45
分　

※
交
通
事
情
等

に
よ
り
従
事
時
間
が
変
わ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。　

③
添
乗
業
務
１
回
に
つ
き

１
５
０
０
円　
▼
清
掃　
①
保
育
園
内
、

園
庭
等
の
清
掃
・
環
境
整
備
業
務　
②
⑴

月
～
金
曜
日
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
０

時
30
分　
⑵
月
～
金
曜
日
の
午
後
１
時
～

５
時　
⑶
土
曜
日
の
午
前
10
時
～
正
午　

③
１
時
間
当
た
り
８
０
０
円

な
か
や
ま
保
育
園

�
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

�
☎
６
６
２
‐
２
７
０
５

● 

応
募
要
件　
子
ど
も
が
好
き
で
、
心
身
と

も
に
健
康
な
方

● 

応
募
方
法　
所
定
の
申
込
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て

支
援
Ｇ
（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
用
紙
は
、
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
、
町
立
な
か
や
ま
保
育
園

で
配
布
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

●
応
募
締
切　
３
月
１３
日
（
金
）
ま
で

※ 

申
込
用
紙
を
持
参
す
る
場
合
は
、
土
・
日

曜
日
は
閉
庁
日
の
た
め
受
け
付
け
て
い
ま

せ
ん
。
郵
送
の
場
合
、
右
記
期
日
必
着
。

● 
そ
の
他　
▼
従
事
日
・
時
間
は
相
談
に
応

じ
ま
す
が
、
他
の
方
の
従
事
時
間
と
調
整

を
図
る
た
め
、
希
望
す
る
日
・
時
間
に
毎

回
必
ず
従
事
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　

 

▼
申
込
書
を
提
出
い
た
だ
い
た
後
、
面
接

を
行
い
ま
す
。　
▼
中
山
町
外
に
お
住
ま

い
の
方
も
応
募
で
き
ま
す
。　
▼
詳
細
に

つ
い
て
は
、
申
込
用
紙
と
一
緒
に
配
布
す

る
募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
募
集
要

項
・
申
込
用
紙
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●

●

●
そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

①
お
問
い
合
わ
せ
先
　
②
と
き

③
と
こ
ろ
　
④
内
容
　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用
　
⑦
申
込
方
法
　
⑧
そ
の
他
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護予防を目的とした軽体操を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元気な方なら誰でもできる音楽に合わせて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行う楽しい体操・運動です。
●対象　町内の65歳以上の元気な高齢者（ますます足腰を鍛えたいと考えている方や、最近足腰が少

し弱ってきているかなと感じている方大歓迎です。
●期間　４月～７月末までの原則毎週火曜日（全16回）
　　　　午前10時～ 11時または午後１時30分～２時30分 （午前・午後どちらかを選んでください）
●場所　総合体育館、中央公民館
●定員　午前・午後各40名程度
●参加費　８００円（保険加入代込）
●申込方法　申込書に必要事項を記入し、３月２日（月）～13日（金）まで健康福祉課または役場総合

窓口に提出してください。申込書は健康福祉課・役場総合窓口に準備してあります。
　　　　　　　※お問い合わせ先　健康福祉課介護支援Ｇ　☎６６２ - ２４５６

への参加者募集

 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シニ

ア 貯 筋
ちょき ん

小学校就学前のお友達へ小学校就学前のお友達へ

かもしかクラブへ入会しませんか？かもしかクラブへ入会しませんか？
かもしかクラブは、未就学のお子さんが交通ルー

ルを学ぶためのクラブです。同じ中山町のお友達が
集まるので、交流の場にもなっています。皆さんで
楽しく交通ルールを学んでみませんか？
　興味のある方はお気軽にお問い合わせください♪

●対　　象　 3歳～６歳（小学校就学前）の幼
児とその保護者

●活動場所 中央公民館等
●活動内容
　年に６回程度（日曜日の午前中など）。
　歌、ゲームなどを通して親子で交通ルールを
学びます。

※お問い合わせ先　総務広報課危機管理Ｇ
　　　　　　　　　☎６６２‐４8９９
　　　　　　　　　かもしかクラブ担当　夛田

ロコモ予防、筋力アップにロコモ予防、筋力アップに
『社交ダンス』はじめてみませんか『社交ダンス』はじめてみませんか
●日時　3月４日（水）から毎週水曜日
　　　　午後１時３0分～3時３0分
●場所　中央公民館２階　第１会議室
●内容　�やさしいジルバやマンボ、チャ

チャチャで体を動かし、ステッ
プと音楽で生活を豊かにし、健
康寿命を延ばしましょう！

●参加費　１か月5００円
●持ち物　�水分補給用飲料水、動きやす

い服装
●申込方法　当日会場にお越しください。

※お申込み・お問い合わせ先
　シニアサロン「まじゃらっしゃい」会
　　　代表　池田節子
　 ☎６６２‐６６２０

消費生活の窓口から消費生活の窓口から 電気ストーブや電気こたつの火災にご注意を！
　総務省消防庁によると、平成26年から平成30年までの５年間に、電気ストーブによる火災は2,442件、
電気こたつによる火災は192件発生しています。平成30年は、電気ストーブと電気こたつによる火災
が合わせて493件発生し、死者が67人、負傷者は213人でした。特に65歳以上の高齢者で死者および負
傷者が多くなっており、高齢者が使用する際には十分な注意が必要です。
　電気暖房器には裸火がないため火災は発生しにくいだろうという油断や誤解があり、電気ストーブ
や電気こたつで洗濯物を乾燥させたり、ヒーターに布団や座布団が接触していたりして、火災が発生
していました。使用に当たっては、火災につながる危険性の高い、以下のような点に注意しましょう。

※ご相談・お問い合わせ先　中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）　☎６６２ - ２5９3

【アドバイス】　　　（※■：電気ストーブ　●：電気こたつ）
■●⑴�就寝時、外出時やその場を離れるときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておき

ましょう。
■●⑵洗濯物の乾燥等には使用しないようにしましょう。
■●⑶スプレー缶やライター等を近くに置かないようにしましょう。
■●⑷ヒーター部のお手入れをして、ほこりやごみが付着したまま使用しないようにしましょう。
■　⑸壁や燃えやすいものから離して使用しましょう。

●⑹布団や座布団、座椅子をこたつの中に押し込まないようにしましょう。

～火を使わない電気ストーブや電気こたつでも火災が発生しています～
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保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先
健康福祉課　健康づくりＧ　☎662－2836保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先
健康福祉課　健康づくりＧ　☎662－2836

事 業 名 日　時 場　所 対　象　者　等

母子手帳交付 ３/10（火）
９：00～10：00 保健福祉

センター

母子手帳を交付し健康相談を行います。
●持ち物　 印かん、妊娠届出書、個人番号が確

認できるもの（個人番号カード、個
人番号通知カード等）と本人確認が
できるもの（個人番号カード、運転
免許証等）

※ この日時で妊婦さん本人の都合がつかない場
合はご連絡ください。

定期健康相談 ３/10（火）
10：30～11：30

生活習慣病予防・健康診査に関する相談を行い
ます。

３月の日曜当番医

※ 日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39　☎635-9955）も利用できます。

３月８日（日）午前９時～正午 中山診療所 ☎６６２－５０１１
３月22日（日）午前９時～正午 秋葉医院 ☎６６３－１０００

●申込期間　３月１日（日）～３月10日（火）
●対　　象　日本脳炎１期（初回・追加）…平成12年４月２日～平成19年４月１日生まれで未接種の方
　　　　　　日本脳炎２期…平成12年４月２日～平成14年４月１日生まれで未接種の方
●次のいずれかの方法で申込票をお届けください。申込み後、連絡はいきません。４月１日から希望した医
療機関で接種を受けてください（町外医療機関を希望した場合は接種券を郵送しますので届いたら医療機
関に予約をいれてください）。
　①郵送（〒990-0406 中山町大字柳沢2336-1　健康づくりＧ宛）
　②保健福祉センター窓口へ来所。土・日曜日等、時間外は保健福祉センターの郵便受けに入れてください。
　③役場総合窓口へ来所。火曜日・木曜日は午後７時まで可能です。
※ＢＣＧ、４種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、日本脳炎（３歳・４歳・９歳）、麻しん風しん１期・
２期、水痘は町内医療機関に直接申し込んでください（ただし、町外医療機関希望の場合は健康づくり
Ｇに申込票をお届けください。接種券を郵送しますので届いたら医療機関に予約をいれてください）。

 令和２年４月に接種希望の方日本脳炎の申込受付について

　予防接種は病気に対する免疫をつくることで発症を抑えたり、かかっても症状を軽くしたりしま
す。また予防接種を受けることで、本人の免疫獲得だけでなく、まわりの人や次世代の感染症を防
ぐことにもつながります。予防接種について正しく理解し、かかりつけ医とよく相談しながら接種
しましょう。
●４月から小学１年生になるお子さんへ（平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれの方）

　就学前にヒブ［４回］、小児用肺炎球菌［４回］、４種混合［４回］、日本脳炎［３回］、麻しん
風しん（第２期）［１回］の予防接種を済ませましょう。特に麻しん風しん（第２期）は3月３１
日（火）が接種期限となっているので注意しましょう。
●４月から中学１年生になるお子さんへ（平成１₉年４月２日～平成20年４月１日生まれの方）

　ジフテリア・破傷風二種混合［１回］の予防接種がお済みでない場合は、3月３１日（火）まで
に受けましょう。

３月１日～７日は「子ども予防接種週間」です

高齢者肺炎球菌感染症予防接種について

　高齢者肺炎球菌感染症予防接種の対象となる方には、４月に個人通知でお知らせしています。接
種を希望される方は早めに受けるようにしましょう。【接種期限　3月３１日（火）まで】

※お問い合わせ先　健康福祉課健康づくりＧ　（☎６６２ - ２83６）
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令和２年 弥生／2020.March まちのカレンダー
■…町関係 　□…教育委員会関係 　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係 　○…その他

※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！
町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Ｇへ（TEL 662-2112）

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

３月１３日（金）
３月２７日（金） 月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

３月９日（月）
３月２３日（月） 火・金曜日 木曜日

その他のごみ収集日
※行事や日曜当番医院は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、素材ごとに分別しましょう。
【３月２０日（金）は祝日ですが、ごみの収集をします（該当地区のみ）】

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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14
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日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
4/1

火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水

■中山町民交通安全行動の日
□ほんわ館野菜づくり講座　●体力測定
○旧柏倉九左衛門家ひなまつり（８日まで）
■ 固定資産税（４期）、国民健康保険税・介護保

険料・後期医療保険料（８期）、公共下水道受
益者負担金（３期）　□中央公民館臨時休館日

□ほんわ館・総合体育館休館日
★心を感じる日
★お話と遊びの会
■町議会３月定例会（１３日まで）
★ふれあい広場（誕生会）
●体力測定
★じぃじ・ばぁばの日

◆もぐもぐごっくん教室
★子ども服リサイクルの日

●いきいきタイム（中央公民館）

□ほんわ館・勤労文化センター・総合体育館休館日

◆母子手帳交付　◆定期健康相談
★発育測定と保健師の話

★ふれあい広場（大きくなったねの会）
●いきいきタイム（総合体育館）
○心配ごと相談所　■行政相談

★子育て支援センター開館日

□中山中卒業式
●いきいきタイム（総合体育館）

□ほんわ館・総合体育館休館日
★子育て支援センター休館日
〇ひまわり温泉ゆ・ら・ら休館日

★お話と遊びの会（ありがとうの会）

★ふれあい広場（作って遊ぼう）
●いきいきタイム（総合体育館）

□長崎小・豊田小卒業式
★赤ちゃんとママの日

春分の日

□ほんわ館おはなし会

●いきいきタイム（総合体育館）

□ほんわ館・勤労文化センター・総合体育館休館日

◆母子手帳交付　◆定期健康相談
◆育児相談

◆乳児健診　
★ふれあい広場（作って遊ぼう）
●いきいきタイム（総合体育館）
○心配ごと法律相談所
■なかやま保育園卒園式
★子育て支援センター休館日（保育園卒園式のため）

■使用済み小型家電および古着
　類拠点回収

□ほんわ館・総合体育館休館日

■中山町民交通安全行動の日

3月

秋葉医院
663-1000
9時〜12時

粗大ごみ
（申込制）

粗大ごみ
（申込制）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

古紙類（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

古紙類（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

中山診療所
662-5011
9時〜12時

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類


